
令
和
二
年
四
月
十
七
日
受
領 

答
弁
第
一
六
六
号 

   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
一
六
六
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
四
月
十
七
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
下
地
幹
郎
君
提
出
普
天
間
飛
行
場
の
危
険
な
現
状
と
い
う
政
府
発
言
の
根
拠
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
下
地
幹
郎
君
提
出
普
天
間
飛
行
場
の
危
険
な
現
状
と
い
う
政
府
発
言
の
根
拠
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

普
天
間
飛
行
場
は
、
人
口
約
十
万
人
の
沖
縄
県
宜
野
湾
市
に
所
在
し
、
同
市
の
面
積
の
約
二
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る

と
と
も
に
、
同
市
の
中
央
部
で
住
宅
や
学
校
等
に
密
接
し
て
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
危
険
性
を
一
刻
も
早
く
除
去
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
同
飛
行
場
の
危
険
性
に
係
る
認
識
を
前
提
と
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
、
国
会
答
弁
等
に
お

い
て
、
「
住
宅
や
学
校
で
囲
ま
れ
、
世
界
で
最
も
危
険
と
言
わ
れ
る
普
天
間
飛
行
場
が
固
定
化
さ
れ
、
危
険
な
ま
ま
置
き
去

り
に
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
等
と
述
べ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

普
天
間
飛
行
場
の
危
険
性
に
係
る
政
府
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 


